
図書館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～返却日を守りましょう～

図書館資料の貸出期間は、本・雑誌・紙芝居が３週間、視聴覚資料が１週間です。 

返却日を過ぎても返却していただけない場合は、電話・メール・ハガキによる督促をしています。 

特定の資料を一人の方が独占して利用することは、他の利用者に多大な迷惑をかけてしまうこと

になりますので、返却日を過ぎた資料は速やかに返却してくださるようご協力をお願いします。 

 

■平成２８年度 督促数 

電話 935 回 ・ メール 2,321 件 ・ ハガキ 471 通 （督促には通信費が掛かっています。） 

 

図書館の資料は市民の皆様の財産です。 

次に読む方が気持ちよく借りられるよう、返却日を守って正しく利用しましょう。 

毎週水曜日 

午後３時３０分から 

対象：一人でおはなしが 

聞けるお子さん 

内容：絵本の読み聞かせ 

毎月第４水曜日 午前１１時から 

対象：市内在住の小学校未就学児と

その保護者(先着順) 

内容：わらべうた 

絵本の読み聞かせなど 

 

『白井市男女平等推進行動計画』の具体的な取り組

みの一環として、男女共同参画週間（毎年 6 月 23 日

～6 月 29 日）に合わせて男女平等に関する資料を展

示します。 

図書館入口わきの特集コーナーでは毎回テーマを決め

て本を紹介しています。貸出できますので、ぜひご利用

ください。 

市庁舎減築改修工事に伴う議会関連諸室の仮移転のため、学習室は 

平成 29 年 5 月 1 日から平成 30 年 5 月上旬までの期間 休室します。 

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 

※広報や市のホームページでもご案内しています。 

 

 

<開館時間> 

火曜日～土曜日 午前 9時 30 分～午後 7時 

日曜日 ・ 祝日  午前 9時 30 分～午後 5時 

 

<休館日> 

月曜日 

25 日（館内整理日） 

 

 

 

 

企画展示 

図書館からのお願い 

 

１０・１７・ 

２４・３１日 

２４日 


